
東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システムの 

民間機関等利用内規 

制定 平成２３年 ３月 ９日 

改正 平成２６年 ２月１２日 

改正 平成２６年１０月１５日 

改正 令和 ２年 ９月 ９日 

 

（趣旨） 

第１条 東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システムの利用に関する

内規第２条第６号の規定に係る「センター長が認めた者」として、民間等外部の機関

（以下、「民間機関等」という。）に属し、イノベーション創出等を目的に研究開発

を行う者が、社会貢献の一環として提供している大規模科学計算システムを利用する

ことを認めるものとする。 

（受入の原則） 

第２条 本学の教育研究に支障を生じるおそれがないとセンター長が認めた場合に限り

受け入れるものとする。 

（経費の負担） 

第３条 利用者は、大規模科学計算システムの利用に係る経費の一部を、東北大学サイ

バーサイエンスセンター大規模科学計算システム利用負担金内規別表２又は別表３の

とおり負担しなければならない。 

（雑則） 

第４条 この内規に定めるもののほか、民間機関等の大規模科学計算システムの利用に

関し必要な事項は、センター長が定める。 

 

附 則 

１ この内規は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システムの民間機関等の利用

に関する取扱いについて（平成２１年１２月９日制定）は廃止する。 

附 則（平成２６年２月１２日改正） 
この内規は、平成２６年４月１日から実施する。 
附 則（平成２６年１０月１５日改正） 

この内規は、平成２７年 ２月２０日から実施する。 

附 則（令和２年９月９日改正） 
この内規は、令和２年１０月１日から実施する。 


